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議案第４２号 薩摩川内市寺山いこいの広場の指定管理者の指定について 

【都市整備課】 

 

 

１ 指定管理者に行わせる施設の概要 

施設名：寺山いこいの広場 

⑴設置条例 薩摩川内市寺山いこいの広場条例 

⑵設置目的 地域住民の憩いの場 

⑶施設の事業内容  － 

⑷現在の管理形態 指定管理（委託料制） 

 

２ 指定管理者に行わせる業務 

⑴ 広場の維持管理に関する業務 

⑵ 広場の運営に関する業務 

⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

⑷ 自主事業 

 

３ 指定管理候補者の概要 

⑴名称 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 

⑵所在地 薩摩川内市東郷町斧渕３６２番地 

⑶代表者名 理事長  今吉 俊郎 

⑷設立年月日 平成１０年３月１１日 

⑸基本財産 ５０，０００，０００円 

⑹職員数 ８２人（令和６年７月現在） 

⑺ 事業概要 

ア 公共施設等を活用した芸術・文化・スポーツ等の振興に関する事業 

イ 指定管理者制度等による公共施設の管理及び運営等に関する事業 

ウ 指定管理受託施設における調査及び研究に関する事業 

エ 前ウに係る公共施設等の関係機関、関係団体等との連絡調整に関す

る事業 

オ その他公社の目的を達成するために必要な事業 
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４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要 

⑴基本方針 

薩摩川内市寺山いこいの広場の管理運営にあたっての基本方針は、薩摩

川内市寺山いこいの広場条例及び関係規則等を遵守し、その設置目的に沿

って市民に喜ばれる安全・安心な施設管理を行うとともに、利用者のニー

ズに対応した管理運営に努める。 

また、これまでの当該施設の管理及び市内の公共施設等の指定管理にお

ける経験に加え、専門性と実績あるスタッフを配置し、効率的な管理運営

を行う。 

更に、施設利用者の利便性を高めるためにＳＮＳ、公社及びせんだい宇

宙館ホームページを活用して、積極的な広報活動に取り組むとともに、寺

山いこいの広場内にあるせんだい宇宙館及び薩摩川内市立少年自然の家と

も連携し、広場全体での利用促進に努める。 

⑵管理計画 

ア 電気・機械等保全業務、専用水道保全業務、清掃、警備等について 

職員による日常の適正な管理とともに、専門的な分野においては外部

の専門業者に委託し、安全で快適な広場環境を保持する。 

イ 広場の芝生、樹木等管理業務について 

管理業務のうち、寺山いこいの広場内の低木管理及び樹木管理につい

ては、シルバー人材センター等を活用し、また花壇の維持管理ついては、

シルバー人材センターを活用するとともに寺山施設課の職員で行う。 

ウ 緊急時の対応 

発生事案に応じ、寺山いこいの広場連絡網及び公社緊急連絡網に基づ

き、速やかな対応を行う。併せて、市主管課及び警察、消防等関係機関へ

の連絡を行う。 

⑶運営計画 

ア 利用者に対するサービス向上の取組みについて 

(ｱ) トラブル防止、苦情等への対応方法 

ａ 広場内に当公社が施設の管理者である旨を表示するとともに、広

場の利用案内等について周知する看板を設置する。 

ｂ 苦情等があった場合は直ちに対応し、職員間での情報共有を図り

再発防止に努める。 

ｃ 苦情等の処理に時間を要する場合については、公社全体で対応す

るとともに、必要に応じ市主管課と速やかに協議する。 

(ｲ) 利用者の安全対策、防災訓練 

ａ 通常時の安全対策 

(a) 施設の定期点検とともに、日常の駐車場、遊具その他の施設、設

備の安全確認を実施する。 

(b) 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（国土交通省）

に準じ、遊具その他の施設設備をチェックする。 

(c) 消防・防災訓練の実施や職員の普通救命講習の受講を計画的に

実施する。 

(d) 薩摩川内市火災予防条例の改正に伴い、火気を取り扱う臨時売

店については消火器の設置及び開設届出の提出等、法令を遵守し

た取扱いをする。 

ｂ 災害時の安全対策 

(a) 災害時には速やかに職員を動員して点検を行い、必要な対応を

行う。 

(b) 薩摩川内市からの災害注意報や警報（光化学オキシダント発生
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等を含む。）が発令された場合には、広場内の利用者に速やかに周

知を図り、安全対策に努める。 

(ｳ) 公平•公正性の確保 

ａ 薩摩川内市寺山いこいの広場条例及び施行規則に則り、使用許可

及び使用料等の収受などについて公平・公正な利用者対応を実施す

る。 

ｂ 特定のものの便宜を図るような対応はしない。 

ｃ 公平性についての認識を高めるため、職員集合研修の実施や、情報

の共有化を図るための施設課内のミーティングなどを定期的に実施

する。 

イ 利用促進、利用者増への取組みについて 

利用促進、利用者増の目標を達成させるための計画、広報活動など 

ａ 刈払い、除草、花壇の管理等を含め、市民の憩いの場として利用者

が気持ちよく、安心して利用できる広場環境の整備に努める。 

ｂ 遊具及びゴーカート場の安全管理を徹底し、より良い利用促進に

努める。 

ｃ 満足度調査を実施し、可能な限り、利用者の要望等に対応するとと

もに、広場管理、施設改善等に活かす。なお、満足度調査の結果は市

主管課へ報告するとともに、公社ホームページに開示する。 

ｄ 寺山いこいの広場全体の利用者増大のため、せんだい宇宙館と一

体となった事業の実施や少年自然の家事業との連携を積極的に進め

る。 

ｅ 公社広報紙（アクスタイム）、南日本新聞折込み家庭メモ裏面、公

社ホームページ、ＦＭさつませんだい等により、施設情報、イベント

情報等について、情報発信に努める。また、広場内の案内看板の設

置、リーフレット配布及び宇宙館ホームページおよび宇宙館ＳＮＳ

を用いて、市民への迅速な情報提供に努める。 

ウ 地域や関係団体との信頼関係づくりを図るための取り組み 

ａ 市や地域等のイベントには、せんだい宇宙館と一体となって参加

し、寺山いこいの広場に対する市民の理解を深める。 

ｂ これまで同様、せんだい宇宙館及び少年自然の家との連携に努め

る。特に、広場を活用したイベントや少年自然の家宿泊学習者の広場

利用については、各施設の相互利用、利用者の安全確保等に積極的に

取り組む。 

ｃ 市及び関係団体との信頼関係を醸成するため、報告、連絡、協議等

を的確に実施する。 

エ 休場日及び開場時間外の利用要望について 

基本的には条例規則等を遵守するが、催事等による開場時間等の変更

については、主管課と協議を行い、職員の勤務計画、レストラン、ゴーカ

ートの営業者とも協議、調整を行い、可能な限り柔軟に対応する。 

オ 専用使用希望者の調整の考え方について 

ａ 寺山いこいの広場においては、専用使用については想定していな

い。 

ｂ 運動広場、レストハウス集会室等の団体使用については、必要に応

じて調整し、一般利用者の迷惑にならないように対応する。 

カ 個人情報の保護や情報の公開について 

ａ 公社規程（情報公開に関する要綱、個人情報保護要綱）により対応

する。 

ｂ 個人情報保護制度及び情報公開制度については、当公社ホームペ

ージにおいて公開する。 

ｃ 施設課内のミーティングにおいて、個人情報の保護や情報の公開
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に関して職員間の情報共有を図る。 

キ サービス向上について 

ａ 広場内の桜、紫陽花及び花園の開花情報（花種•開花状況）等をせ

んだい宇宙館ホームページ、宇宙館ＳＮＳ、公社ホームページに公開

し、市民サービスの向上と広場の利用促進に繋げる。また、子供たち

の学習及び市民の生涯学習を目的に、フラワーガーデンに四季折々

に咲く花の名を明記した説明板を設置する。 

ｂ 公社事業としてキラキラ寺山事業を企画し、寺山いこいの広場全

体の利用者増大のため、せんだい宇宙館と一体となった事業の実施

や少年自然の家事業との連携を積極的に進める。 

⑷組織体制 
管理責任者１名、公園係２名 

（せんだい宇宙館内寺山施設課公園係で対応。） 

⑸支出計画 

 

項  目 
金額（千円） 

令和７年度 

支 出 

人件費 ８，６８８ 

光熱水費 ２，１００ 

修繕費 １，６８５ 

管理費 ４，３１５ 

委託費 １５，８８９ 

公租公課  

雑費 ３ 

合計 ３２，６８０ 
 

 

５ 選定経過の概要 

⑴選定委員会開催日 令和６年１１月５日（火） 

⑵選定委員 
建設部長、都市整備課長、財産マネジメント課長、 

地元代表者等（３名）  計６名 

⑶応募団体数 
ア①民間事業者   ②ＮＰＯ法人   ③出資法人 １ ④その他   

イ①市内事業者 １ ②市外事業者   ③県外業者    計 １者 

⑷選定の理由 

薩摩川内市寺山いこいの広場指定管理候補者選定委員会の審査に

おいて、施設の維持管理を行う上で必要な知識・人員等を有しており、

指定管理候補者として適当であると判断されたため、選定した。 

⑸採点結果表 
別紙のとおり。 

 



別紙 
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採点結果表 

 

 審査項目 配点 
公益財団法人 

薩摩川内市民まちづくり公社 

１ 事業計画書による施設の運営が、市民の安全と平等利用の確保を図るものであるか。 

 
利用者の安全対策及び緊急な事故等を想定し
たマニュアルを定めており、適切な対応がなさ
れているか。 

６０  ４４ 

 
公平、公正性が確保され、利用者、関係者等
の意見等により特定の団体等を優遇する可能
性はないか。 

２ 事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービスの向上が図られ
るか。 

 
施設の効用が最大限発揮された計画となって
いるか。 

１２０  ８６ 

 
利用等に関係する者のニーズの把握及び実現
策は適切か。 

３ 施設の管理経費の縮減が図られているか。 

 
経費の縮減は図られているか、内容は適切
か、また、縮減の見込みはあるか。 

１８０ １１４ 

 
市が示した「管理運営経費基準額（年額）」
をクリアしているか。 

４ 事業計画に沿った管理・運営を安定して行う物的、人的能力を有しているか。 

 経営状況は良好であるか。 

１８０ １４０ 

 
管理運営にふさわしい団体の理念、運営方針
を持っているか。 

 
施設の管理及び維持・補修等の計画や方針は
適切か。 

 
安定した運営を行うため、職員の採用、確
保、指導・研修体制はとられているか。 

５ その他市長が定める必要な事項。 

 
同種又は類似施設の管理運営の実績、地域活
動参加等社会貢献活動の実績はあるか。 

６０  ５０ 

合 計 ６００ ４３４ 


